
52  法 人 税

４－１    

（１）  現事業年度分の課税状況

事業年度数 事 業 年 度 数 事 業 年 度 数

19,357  163         1,463      

19,296  163         1,454      

19,283  162         1,395      

16        -            7            

13        -            7            

12        -            7            

19,295  162         1,402      

1,150    2            40          

62        34           5            

378      -            3            

-          -            -            

   差引税額とは、所得、留保及び土地譲渡利益に対する税額から、所得税額及び外国税額等を差し引いた後の金額をいう。

（2）  既往事業年度分の課税状況

事業年度数 所 得 金 額 税 額 事業年度数 所得金額 税 額 事業年度数 所 得 金 額 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

法定事業年度分

1,758    6,015,832 1,836,349 153         294,889 76,573   81          409,939  91,859   

29        392,953 194,170 -            -          -          1            -           12         

163      △1,466,723 △626,269 1            △88 △19 7            △30,049 △7,560

清算確定分

-          -             -             -            -          -          -            -           -           

-          -             -             -            -          -          -            -           -           

-          -             -             -            -          -          -            -           -           

加算税

820      -             103,031    4            -          143       54          -           7,824     

35        -             1,826       109         -          7,409    3            -           65         

750      -             362,179    -            -          -          7            -           567       

-          -             1,871,286    -            -          84,105    -            -           92,766     

課 税 状 況

千円

4,846,456               

4,836,173               

54                         

9,922                    

308                       

54,433                   

11,158                   

11,043                   

24,670,147             

5,427,266              

4,825,130               

2,021                  

37                       

-                        

合 計

475,649,066               

137,316,280               

138,583,962                

160,327                     

43,448                       

43,436                       

過 少 申 告 加 算 税

申 告 額

処理による増差税額のあるもの

無 申 告 加 算 税

処理による減差税額のあるもの

税 額 総 計

処理による減差税額のあるもの

138,627,398                

5,597                        

204,507                     

173,338                     

139,010,839                

普 通 法 人 人 格 の な い 社 団 等 協 同 組 合 等

59,522                 

年

度

分

法

定

事

業

確

定

分

清

算

無 申 告 加 算 税

所 得 金 額

所得に対する税額

差 引 税 額

所 得 金 額

所得に対する税額

差 引 税 額

過 少 申 告 加 算 税

重 加 算 税

税 額 合 計

普 通 法 人 人 格 の な い 社 団 等 協 同 組 合 等

-                        

252,136               

57,841                 

57,465                 

千円 千円

-                        

-                        

処理による増差税額のあるもの

区 分

金 額 金 額 金 額

57,465                 

内 国 法

調 査 対 象 等 ： 平成14年2月1日から平成15年1月31日までの間に終了した事業年度分について、平成15年6月30日現在の事績を「法人税

事務整理表（申告書及び決議書）」に基づいて作成した。

調 査 対 象 等 ： 平成14年1月31日以前に終了した事業年度分について、平成14年7月1から平成15年6月30日までの間に処理した事績を

「法人税事務整理表（申告書及び決議書）」に基づいて作成した。

  「清算確定分」欄の所得金額とは、法人が解散した場合に残余財産の価額が解散時における資本金等を超える金額のことを

いう。
用語の説明 ： 1

2

重 加 算 税

区 分

申 告 額
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事業年度数 事業年度数 事業年度数

441        4          21,428    所 得 金 額

440        4          21,357    所得に対する税額

439        4          21,283    差 引 税 額

-           -          23          所 得 金 額

-           -          20          所得に対する税額

-           -          19          差 引 税 額

439        4          21,302    

16          -          1,208     

22          -          123        

1           -          382        

-           -          -           

事業年度数 所 得 金 額 税 額 事業年度数 所得金額 税 額 事業年度数 所 得 金 額 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

124        168,288  39,297    -          -          -          2,116     6,888,947       2,044,078 

-           -           -           -          -          -          30          392,953 194,182 

13          △8,960 △4,796 -          -          -          184        △1,505,820 △638,645

-           -           -           -          -          -          -           -                 -           

-           -           -           -          -          -          -           -                 -           

-           -           -           -          -          -          -           -                 -           

12          -           831        -          -          -          890        -                 111,828  

60          -           2,312     -          -          -          207        -                 11,612    

-           -           -           -          -          -          757        -                 362,746  

-           -           37,644      -          -          -          -           -                 2,085,801 

144,637,593                 

173,975                       

千円千円千円

144,239,216                 

8,443                          

215,960                       

-                        

-                        

-                        

3,627                  

3,627                  

503,843,823                 

143,521,851                 

144,184,737                 

214,760                       

54,606                        

54,479                         

-                        

-                        

-                        

14,272                

3,626                  

3,627                  

329                        

717,149                  

714,554                  

772                        

1,495                     

3,258,203               

716,837                  

714,554                  

-                           

-                           

-                           

外 国 法 人 合 計公 益 法 人 等

合 計

金 額 金 額

外 国 法 人
公 益 法 人 等 区 分

年

度

分

法

定

事

業

税 額 合 計

金 額

申 告 額

無 申 告 加 算 税

過 少 申 告 加 算 税

重 加 算 税

合 計

確

定

分

清

算

法定事業年度分

清算確定分

加算税

処理による増差税額のあるもの

処理による減差税額のあるもの

処理による減差税額のあるもの

無 申 告 加 算 税

人

重 加 算 税

過 少 申 告 加 算 税

申 告 額

処理による増差税額のあるもの

税 額 総 計

区 分
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